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　写真は、去る六月十日に東京グランドホテルで開催された都道府県仏教会代表

者会議の模様である。重要事項について熱心な協議が続いた。（関係記事2面）
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事
業
報
告
、
決
算
な
ど
承
認

灘
購
　

が
説
明
の
後
、
原
案
通
り
承
認
。

　
議
案
第
二
号
「
昭
和
六
十
年
度
歳
入
歳
出
決

算
の
承
認
を
求
め
る
件
」

　
野
口
事
務
総
長
よ
り
上
程
。
石
川
財
務
部
長

説
明
の
後
、
白
川
監
事
が
監
査
報
告
を
行
い
、

原
案
通
り
承
認
。

　
議
案
集
三
号
「
各
委
員
会
委
員
の
改
選
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
野
口
事
務
総
長
よ
り
上
程
。
川
島
総
務
部
長

が
説
明
の
後
、
原
案
通
り
承
認
。

　
報
告
事
項

①
「
事
務
総
局
各
部
報
告
」

②
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
委
貝
会
報

告
」　
担
当
各
部
長
及
び
、
②
に
つ
い
て
は
加
藤
同

委
員
会
実
行
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ
れ
た
。

轟灘

　
　
…
報
告
す
る
加
藤
実
行
委
員
長
…

　
全
日
本
仏
教
会
の
理
事
会
は
、
去
る
五
月
二

十
日
午
後
一
時
か
ら
、
京
都
グ
ラ
ン
ド
・
ホ
テ

ル
で
開
催
さ
れ
た
。

　
若
槻
理
事
長
の
導
師
で
三
帰
依
文
を
唱
和
、

野
口
事
務
総
長
並
び
に
若
槻
理
事
長
挨
拶
に
つ

づ
い
て
、
議
長
に
若
槻
理
事
長
、
議
事
録
署
名

委
貝
に
吉
田
俊
誉
、
小
田
原
至
仁
の
両
師
を
選

ん
で
議
事
に
入
っ
た
。
・

　
議
案
第
一
号
「
昭
和
六
十
年
度
事
業
報
告
の

承
認
を
求
め
る
件
」

　
野
口
事
務
総
長
よ
り
上
程
。
川
島
総
務
部
長
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　30名出席、活発な意見発表
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　一

　
去
る
六
月
＋
日

午
後
二
時
よ
り
、

東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ

テ
ル
を
会
場
に
都

道
府
県
仏
教
会
代

表
者
会
議
が
開
催

さ
れ
た
。
当
日
は
、

遠
近
に
か
か
わ
ら

ず
二
十
二
都
道
府

県
仏
教
会
か
ら
三

＋
名
の
出
席
が
あ

り
、
昨
年
に
ま
し

て
盛
会
で
あ
っ
た
。

　
斎
藤
社
会
部
長

の
司
会
に
よ
り
会

議
は
進
め
ら
れ
、

最
初
に
野
口
善
雄

事
務
総
長
導
師
の

も
と
三
帰
依
文
を

唱
和
し
た
。
次
に

同
じ
く
野
口
事
務

総
長
挨
拶
の
後
、

岩
崎
宗
秀
東
京
都
仏
教
連
合
会
理
事
長
（
全
仏

常
務
理
事
）
を
座
長
に
選
出
、
協
議
に
入
っ
た
。

　
　
協
議
事
項

①
税
務
対
策
に
つ
い
て

　
石
川
財
務
部
長
か
ら
本
会
の
税
務
対
策
に
つ

い
て
説
明
が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
今
年
も

好
評
の
「
税
制
セ
ミ
ナ
ー
」
を
各
地
で
開
催
し

て
い
く
旨
、
報
告
さ
れ
た
。

講
演
す
る
長
谷
川
顧
問
弁
護
士
（
手
前
）

、
B
　
卜

　
続
い
て
、
長
谷
川
正
浩
全
仏
顧
問
弁
護
士
に

よ
り
税
務
問
題
の
現
状
と
そ
の
問
題
点
に
つ
き

講
演
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
近
時
混
乱
が

起
き
て
い
る
「
席
貸
業
」
の
問
題
に
つ
い
て
説

明
が
な
さ
れ
た
。
（
『
全
手
』
誌
六
月
号
法
律
相

談
室
参
照
）

…
懇
親
会
で
ス
ピ
↓
す
頁
豊
泰
師
…

②
第
＋
四
回
参
議
僥
議
員
通
常
選
挙
・
第
三
＋

　
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
つ
い
て

　
川
島
総
務
部
長
、
斎
藤
社
会
部
長
よ
り
、
こ

の
た
び
の
同
日
選
挙
に
お
け
る
本
会
の
対
応
に

つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

　
出
席
者
の
協
議
に
よ
り
、
今
秋
に
は
税
制
の

抜
本
的
な
改
正
が
予
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
仏
教
会
の
声
を
政
治
に
反
映
す
べ
く
今
度

の
選
挙
に
は
重
大
な
関
心
を
は
ら
わ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
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②
部
落
解
放
基
本
法
制
定
を
求
め
る
署
名
に
つ

　
い
て

　
大
山
同
和
推
進
部
長
よ
り
、
部
落
解
放
基
本

法
制
定
へ
の
署
名
運
動
に
つ
い
て
、
今
後
と
も

強
力
に
展
開
し
て
ほ
し
い
旨
の
要
請
が
行
わ
れ

た
。④
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
計
画
に
つ
い
て

　
杜
多
国
際
文
化
部
長
よ
り
、
去
る
五
月
十
五

日
に
行
わ
れ
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
部
会
長
・
副
部
会

長
会
議
に
て
審
議
さ
れ
た
内
容
等
に
つ
き
報
告

さ
れ
た
。

⑤
そ
の
他

　
各
部
よ
り
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
報
告
が

行
わ
れ
、
各
出
席
者
よ
り
全
般
に
わ
た
っ
て
活

発
に
意
見
が
発
表
さ
れ
た
が
、
特
に
土
仏
大
会

の
開
催
に
つ
い
て
強
い
要
望
が
あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
野
口
事
務
総
長
よ
り
閉
会
の
辞
が

あ
り
、
全
て
の
協
議
が
終
了
し
た
。

　
引
き
続
き
五
時
よ
り
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
、

各
都
道
府
県
仏
教
会
の
状
況
の
報
告
や
、
叢
誌

に
対
す
る
期
待
が
披
露
さ
れ
、
終
始
歓
談
が
続

い
た
。
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信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

　¶

賢

　
委
員
長
に
朝
枝
師
選
出

　
第
一
回
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
が
、

六
月
十
六
日
午
後
一
時
よ
り
明
照
会
館
に
お
い

て
開
催
さ
れ
た
。

　
こ
の
委
員
会
は
、
昨
年
十
月
十
四
日
の
常
務

理
事
会
で
そ
の
設
置
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、

信
教
の
自
由
に
関
す
る
問
題
、
特
に
靖
国
神
社

問
題
に
つ
い
て
薄
濁
を
進
め
る
と
と
も
に
、
全

日
本
仏
教
会
が
い
か
に
対
応
す
る
か
協
議
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
会
議
は
、
第
一
回
と
い
う
こ
と
で
、
先
ず
各

委
員
、
事
務
総
局
職
員
の
自
己
紹
介
が
行
わ
れ
、

次
い
で
、
稲
垣
俊
一
師
を
仮
座
長
に
選
出
、
議

事
に
入
っ
た
。

の
　
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
運
営
規
程

（　
に
つ
い
て

　
初
会
合
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

　
斎
藤
社
会
部
長
説
明
の
後
、
原
案
の
一
部
を

修
正
し
、
承
認
さ
れ
た
。

鋤
　
委
員
長
、
副
委
員
長
の
選
出
に
つ
い
て

　
満
場
一
致
で
左
記
の
通
り
決
定
し
た
。

　
委
貝
長
　
　
朝
枝
実
彬
（
浄
土
真
宗
本
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
派
）

　
副
委
員
長
　
細
川
景
一
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

鋤
　
今
後
の
活
動
方
針
に
つ
い
て

　
朝
枝
委
員
長
座
長
の
も
と
、
各
委
員
よ
り
教

団
の
靖
国
神
社
問
題
に
関
す
る
現
状
に
つ
い
て

話
し
合
わ
れ
、
本
委
員
会
の
当
面
の
課
題
と
し

て
全
仏
の
今
ま
で
の
経
過
を
ふ
ま
え
、
靖
国
神

社
公
式
参
拝
に
対
す
る
反
対
声
明
を
検
討
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
委
員
長
、
副
委
戸
長
以
外
の
委
員
は
左
の
方

々
で
あ
る
。

　
伊
東
盛
煕
（
曹
洞
宗
）
、
稲
垣
俊
一
（
真
宗
大

谷
派
）
、
大
島
俊
雄
（
浄
土
宗
）
、
米
田
淳
雄
（
日

蓮
宗
）
、
北
川
智
城
（
高
野
山
真
言
宗
）
、
水
尾

真
弓
（
天
台
宗
）
、
小
山
榮
雅
（
真
言
宗
智
山

派
）
、
田
代
弘
興
（
真
言
宗
豊
山
派
）
、
長
谷
川

正
浩
（
全
仏
顧
問
弁
護
士
）
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…
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去
る
六
月
二
十
七
日
、
増
上
寺
に
於
い
て
第

二
回
税
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
か
ね
て
よ
り
問
題
に
な
り
、
『
全
仏
』
誌
六

月
号
の
法
律
相
談
で
も
紹
介
し
た
、
「
席
貸
し

問
題
」
に
つ
い
て
、
全
仏
と
し
て
ど
の
よ
う
に

対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
持
た
れ

た
。
今
回
の
委
員
会
で
は
、
東
京
近
辺
で
葬
儀

に
対
し
て
席
貸
し
を
し
て
い
る
寺
院
も
出
席
し
、

貴
重
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
と
の
折
衝
の
結

果
な
ど
も
含
め
て
、
今
後
の
『
全
仏
』
誌
に
て

報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

’
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博多で、90余名参加

　
去
る
六
月
二
十
日
、

博
多
東
急
ホ
テ
ル
に

お
い
て
、
福
岡
県
仏

教
連
合
会
主
催
に
よ

る
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ

ー
が
開
催
さ
れ
た
。

当
地
で
の
セ
ミ
ナ
ー

は
昨
年
六
月
に
つ
づ

い
て
二
回
目
の
開
催

で
、
当
日
は
九
十
名

を
越
え
る
参
加
者
で

熱
気
に
溢
れ
て
い
た
。

内
容
と
し
て
は
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
方
式
で
、
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
藤
津
問
縫
師

（
福
岡
県
仏
副
会
長
）
・
長
谷
川
正
浩
師
（
全
仏

顧
問
弁
護
士
）
・
中
村
義
英
師
（
撫
仏
税
務
委

員
）
・
高
木
正
博
氏
（
山
一
謹
券
）
が
、
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
石
川
浩
徳
（
四
仏
財
務
部

長
）
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
、
地
元
の
事
情
に
即

し
た
疑
問
点
を
主
体
に
進
め
ら
れ
た
。

　
又
、
続
く
六
月
二
十
八
日
、
倉
吉
市
大
蓮
寺

（
住
職
　
福
嶋
照
臨
師
）
を
会
場
と
し
て
行
わ

れ
た
浄
土
宗
鳥
取
教
区
普
通
講
習
会
に
お
い
て

の
税
務
に
関
す
る
講
習
会
で
も
、
全
仏
よ
り
長

谷
川
懸
仏
顧
問
弁
護
士
を
講
師
と
し
て
派
遣
し

た
。
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O

曹
洞
宗
宗
務
庁

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

聖
観
音
宗

浄
　
　
土
　
　
宗
西
山
深
草
派
宗
務
所

0

管
　
　
翻
印
　
羽
　
廉
　
芳

金
龍
山
浅
　
草
　
寺

欝
躰
勤
櫻
間
観
刹

宗
務
総
長
桑
　
原
　
眉
　
尊

門
　
　
主
大
　
谷
　
光
　
真

宗
務
総
長
山
　
本
　
勝
　
隆

参
　
　
議
田
　
辺
　
哲
　
崖

総
　
　
長
藤
　
岡
　
義
　
昭

代
表
役
員
大
　
森
　
亮
　
雅

宗
務
所
三
一
　
一
　
　
　
　
　
同

＝
＝

参
　
　
議
岡
　
田
　
巳
　
成
教
学
部
玉
露
　
山
　
大
　
典
財
政
部
長
朝
　
日
　
泰
　
峯

総
　
　
務
朝
枝
　
実
彬
　
同
　
　
松
　
村
　
了
　
昌

東
京
都
台
東
区
浅
草
二
一
三
－
一
〒
m
　
O
三
（
八
四
二
）
〇
一
八
一

京
都
市
中
京
区
新
京
極
桜
之
町
　
　
四
五
三
〒
脳
　
〇
七
五
（
二
一
＝
）
〇
九
五
八

……

総
務
部
長
小
田
原
　
利
　
仁
入
事
部
長
伊
　
東
　
盛
　
熈
伝
道
部
長
村
　
井
　
禅
　
祐

同
　
　
酒
　
生
　
文
　
彦
同
　
　
北
　
条
　
成
　
之
同
　
　
青
　
地
　
敬
　
水

念
法
真
教
教
団
総
本
山
金
剛
寺
燈
　
　
主
小
　
倉
　
霊
　
現

新
義
真
言
宗
管
　
　
長
関
　
　
　
尚
　
道

」
国

出
版
部
長
服
　
部
　
栄
　
隆
教
化
部
長
多
羅
尾
　
道
　
春

宗
務
総
長
広
　
沢
　
純
　
孝

国
　
7
　

東
京
都
港
区
芝
ニ
ー
五
一
二
〒
鵬
　
〇
三
（
四
五
四
）
五
四
一
一

京
都
市
下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
ル
　
　
本
願
寺
門
前
町
〒
㎝
　
〇
七
五
（
三
七
一
）
五
一
八
一

大
阪
市
鶴
見
区
緑
三
－
四
－
二
二
〒
翻
　
〇
六
（
九
一
一
）
二
一
〇
一

東
京
都
文
京
区
湯
島
四
一
六
一
一
二
　
湯
島
ハ
イ
タ
ウ
ン
B
一
一
二
一
一
〒
m
　
O
三
（
八
一
四
）
三
四
六
四
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0
＝
＝

本
門
並
立
宗
本
山
宥
清
寺
講
　
　
有
西
村
　
日
　
地
宗
務
総
長
長
谷
川
　
日
　
序
京
都
市
上
京
区
御
前
通
一
二
上
ル
　
　
　
　
　
　
　
東
竪
町
＝
○
〒
㎜
　
〇
七
五
（
四
六
一
）
＝
六
六

真
言
宗
善
通
寺
派
宗
務
庁
総
本
山
善
通
寺
灘
　
銀
蓮
生
善
隆
鵜
将
卒
阿
部
本
宣
総
　
　
務
山
　
地
善
真
香
川
県
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
　
　
　
　
　
　
　
三
－
三
一
一
〒
窺
　
○
八
七
七
（
六
二
）
〇
一
一
一

0
●
　
　
●
…
“

宗
務
総
長
古
　
賀
　
制
　
二
参
　
　
務
藤
　
原
　
　
　
俊
　
　
同
　
　
熊
　
谷
　
宗
　
恵
　
　
同
　
　
恵
　
美
学
　
川
　
　
同
　
　
山
　
崎
　
順
　
正
　
　
同
　
不
破
　
　
　
仁
京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
り
七
条
上
ル
　
　
　
　
　
　
　
常
葉
町
七
五
四
〒
㎝
　
〇
七
五
（
三
七
一
）
九
一
八
一

≡
4

臨
済
宗
東
福
寺
派
宗
務
総
長
岡
　
平
　
篤
　
道
京
都
市
東
山
区
本
町
一
五
　
東
福
寺
派
宗
務
本
院
〒
晒
　
〇
七
五
（
五
三
一
）
五
二
〇
七
愛
媛
県
今
治
市
四
村
一
六
三
　
佛
城
寺
〒
謝
　
○
八
九
八
（
二
三
）
七
七
二
二

真
言
宗
中
山
寺
派
大
本
山
中
　
山
　
寺
宝
塚
市
中
山
寺
ニ
ー
一
一
i
一
〒
晒
　
〇
七
九
七
（
八
六
）
六
五
一
七

開
琴

一5一
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O
●

財
団
法
人
埼
玉
県
佛
教
会
会
　
　
長
山
　
本
　
道
　
隆
副
会
長
江
　
連
　
俊
　
則
　
同
　
　
河
　
野
　
亮
　
永
専
務
理
事
酒
　
井
　
文
　
雄
浦
和
市
高
砂
四
一
＝
二
一
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
埼
佛
会
館
〒
蹴
　
〇
四
八
八
（
六
一
）
二
＝
二
八

兵
庫
県
仏
教
会
会
　
　
長
小
　
西
　
日
　
静
神
戸
市
兵
庫
区
松
本
通
三
⊥
－
四
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
華
寺
内
〒
観
　
〇
七
八
（
五
二
一
）
一
六
六
八

＝
一
■

●
●
　
　
●
…
”
≡

4
国
国
　
7
　

愛
知
県
仏
教
会
会
　
　
長
宇
佐
美
　
諦
　
練
副
会
長
瀬
　
辺
　
淳
　
信
　
同
　
　
江
　
川
　
辰
　
三
　
同
　
　
亀
　
山
　
黙
　
道
名
古
屋
市
東
区
東
桜
　
　
二
一
一
六
一
五
一
梅
屋
寺
内
〒
姻
　
〇
五
二
（
九
三
一
）
八
一
二
四

京
都
佛
教
会
会
　
　
長
東
伏
見
　
慈
　
沿
京
都
市
上
京
区
丸
太
町
通
千
本
東
入
　
　
　
　
　
プ
ラ
ザ
1
ビ
ル
二
階
〒
㎜
　
〇
七
五
（
八
〇
一
）
二
五
三
七

一6一
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●

臨
済
宗
妙
心
寺
派
宗
務
本
所

天
台
宗
務
庁

社
団
法
人
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟

財
団
法
人
日
本
佛
教
鎭
再
会

0

理
事
長
山
　
本
　
　
　
杉

一

管
　
　
長
倉
　
内
　
松
　
堂

宗
務
総
長
杜
　
多
　
信
　
雄

理
事
長
中
　
山
　
静
麿

事
務
局
一
同

＝
＝

宗
務
総
長
竹
　
中
　
玄
　
鼎
総
務
部
長
横
　
山
　
尚
　
空

鯵
務
灘
松
永
広
純
鯵
務
撫
藤
目
真
草

　
事
務
局
東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
ニ
ー
一
－
一
　
　
大
塚
ブ
ラ
ザ
ビ
ル
七
F
〒
脚
　
〇
三
（
九
一
〇
）
　
一
二
八
九

東
京
都
港
区
赤
坂
二
一
八
－
一
五
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
三
〒
卿
　
〇
三
（
五
八
四
）
九
三
二
〇

教
学
部
長
中
　
島
　
義
　
観

鯵
学
部
賄
水
尾
真
摯

財
団
法
人

真
　
理
　
舎

●

財
務
部
長
瑞
　
岩
　
宗
　
園
心
綱
飴
馬
場
義
光

鯵
会
三
国
北
　
角
　
円
　
澄
総
務
室
長
市
　
原
　
孝
　
寿

国
際
仏
教
興
隆
協
会
名
誉
総
裁
阿
部
野
　
竜
　
正
理
事
長
巌
　
谷
　
勝
　
業
帥
本
報
竺
三
葉
　
上
　
照
　
澄

主
　
　
一
撃
　
松
　
諦
　
道

困

法
務
部
長
古
　
田
　
宗
　
忠

役
　
貝
　
一
　
同

国
曇

京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
〒
鵬
　
〇
七
五
（
四
六
三
）
ご
＝
二
一

大
津
市
坂
本
本
町
一
七
七
一
－
一
〒
枷
覗
　
〇
七
七
五
（
七
九
）
○
〇
二
二

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
一
二
四
－
　
　
　
　
　
五
三
　
　
祐
天
寺
内
〒
齪
　
〇
三
（
七
一
一
）
七
六
〇
入

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
三
－
四
一
　
　
　
　
　
　
一
〇
神
田
寺
内
〒
期
・
三
三
五
こ
禁
吼
三
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O
　
●
一
＝
＝
”
”
．

曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
貫
　
　
首
梅
　
田
　
信
　
隆
横
浜
市
鶴
見
区
鶴
見
二
一
一
一
一
〒
劉
　
〇
四
五
（
五
八
一
）
六
〇
二
一

大
本
山
　
護
　
國
　
寺
貫
　
　
首
小
　
林
　
良
　
弘
東
京
都
文
京
区
大
塚
五
－
四
〇
1
一
〒
皿
　
〇
三
（
九
四
一
）
〇
七
六
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
七
六
五

“．

浄
土
宗
総
本
山
知
　
恩
　
院
門
　
　
主
藤
　
井
　
實
慮
執
事
長
寺
　
本
　
哲
　
榮
京
都
市
東
山
区
林
下
町
四
〇
〇
〒
鰯
　
〇
七
五
（
五
三
一
と
二
一
一

」

大
本
山
成
田
山
新
勝
寺
貫
　
　
首
松
　
田
　
照
　
慮
千
葉
県
成
田
市
成
田
一
〒
獅
　
〇
四
七
六
（
二
二
）
二
一
＝

国
国
　
7
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O
O

日
光
山
輪
王
寺
門
　
　
跡
柴
　
田
　
昌
　
源
執
事
長
石
塚
慈
雨
栃
木
県
日
光
市
山
内
二
三
〇
〇
〒
捌
覗
　
〇
二
八
八
（
五
四
）
〇
五
一
一
＝

財
団
法
人
世
界
平
和
同
憂
会
理
事
長
山
　
崎
　
良
　
順
長
野
県
諏
訪
市
霧
ヶ
峰
強
清
　
　
　
　
　
＝
二
三
一
二
八
i
二
七
〒
蹴
　
〇
二
六
六
（
五
三
）
四
四
五
五

一
＝
＝

真
言
宗
智
山
派
大
本
山
川
崎
大
師
平
間
寺
貫
　
　
首
高
　
橋
　
隆
　
天
院
　
　
代
茂
　
木
　
隆
　
応
総
　
　
務
馬
　
本
　
克
　
美
執
　
　
綱
原
　
　
　
隆
　
　
執
　
　
事
野
　
澤
　
隆
　
幸
常
　
　
務
小
　
林
　
俊
　
一
川
崎
市
川
崎
区
大
師
町
四
一
四
八
〒
㎜
　
〇
四
四
（
二
六
六
）
三
四
二
〇

“”
禔
ﾟ

真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
長
谷
寺
化
　
　
主
勝
　
又
　
俊
　
教
事
務
長
門
　
屋
　
大
　
寿
法
務
執
事
寺
　
沢
　
栄
　
章
教
務
執
事
佐
　
藤
　
智
　
仙
総
務
執
事
梅
　
沢
　
栄
　
好
財
務
執
事
蓮
　
　
　
俊
　
孝
醜
門
出
賑
吉
　
野
　
孟
　
彦
　
　
　
　
　
　
，
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
七
三
一
－
一
〒
鰯
胡
　
〇
七
四
四
四
（
七
）
七
〇
〇
一

8
国
国

大
本
山
高
尾
山
薬
王
院
貫
　
　
首
山
　
本
　
秀
　
順
東
京
都
八
王
子
市
高
尾
町
二
一
七
七
〒
鵬
　
〇
四
二
六
（
六
一
）
＝
一
五

ψ

　7

@

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
ド
毒
◆
も
◆
毒
◆
集
◆
奄
◆
爆
◆
も
一
ら
◆
も
◆
奪
◆
も
◆
㌧

齢
”
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O

匹

総
本
山
仁
和
寺
真
言
宗
御
室
派
宗
務
所

大
雄
山
最
乗
寺

浄
土
宗
大
本
山
光
明
寺

0

法
　
　
主
藤
　
吉
　
慈
　
海

一

罰
　
麟
小
林
隆
仁
繍
撫
総
嚴
吉
　
田
　
裕
　
信

山
　
　
主
余
　
語
　
翠
　
巌

執
事
長
北
　
邨
　
謙
　
順
奉
賛
会
長
塚
　
田
　
弘
　
導

＝
＝

西
新
井
大
師

繍
務
部
噺
鈴
　
木
　
快
　
憧

紀
　
　
綱
阿
　
部
　
顕
　
瑞

鎌
倉
市
材
木
座
六
1
一
七
－
一
九
〒
㎜
　
〇
四
六
七
（
二
二
）
〇
六
〇
三

……

●

総
　
　
持
　
　
寺

繍
学
部
早
筆
　
尾
　
教
　
禅

副
　
　
寺
豊
　
島
　
健
　
生

大
本
山
池
上
本
門
寺

」

≡

鴨
務
部
噺
藤
　
橋
　
泰
　
信

知
　
　
客
岩
　
田
　
俊
　
邦

貫
　
　
首
金
　
子
　
日
　
威

4

華
務
長
手
　
嶋
　
千
　
俊

薗
2
喜

東
京
都
足
立
区
西
新
井
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一
五
－
一
〒
悌
　
〇
三
（
八
九
〇
）
二
三
四
五

京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
三
三
〒
鵬
　
〇
七
五
（
四
六
一
）
一
一
五
五

神
奈
川
県
南
足
柄
市
大
雄
町
一
一
五
七
〒
細
雨
　
〇
四
六
五
（
七
四
）
ご
＝
二
一

東
京
都
大
田
区
池
上
一
一
一
－
一
〒
燭
　
〇
三
（
七
五
二
）
二
三
＝
＝
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…
B
　
ス
籔
団
6
0
名
が
参
加
…

　
去
る
五
月
三
十
、
三
十
一
日
の
両
日
、
同
和

問
題
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
（
同
宗

連
）
の
主
催
に
よ
る
第
一
回
教
団
行
政
責
任
者

被
差
別
部
落
現
地
学
習
会
B
コ
ー
ス
が
、
群
馬

県
高
崎
市
、
藤
岡
市
、
榛
名
町
内
に
お
い
て
開

催
さ
れ
た
。
A
コ
ー
ス
は
、
既
に
四
月
二
十
五
、

二
十
六
日
に
大
阪
府
に
お
い
て
開
催
さ
れ
て
い

る
。
（
本
誌
六
月
号
中
に
記
事
掲
載
）

　
当
日
は
、
二
十
七
の
同
宗
連
加
盟
教
団
よ
り

行
政
責
任
者
約
六
十
名
の
参
加
が
あ
り
、
本
会

か
ら
は
、
野
口
事
務
総
長
、
神
代
同
和
推
進
部

次
長
が
参
加
し
た
。

　
開
会
式
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
後
、
一

行
は
、
藤
岡
市
、
榛
名
町
の
墓
地
を
視
察
。
ど

ち
ら
の
墓
地
に
も
直
接
的
な
差

別
表
記
と
し
て
の
「
草
門
（
尼
）
」
、

「
忌
門
（
尼
）
」
が
み
ら
れ
、
ま

た
、
本
来
は
差
別
的
意
味
を
持

た
な
い
が
そ
の
地
域
の
一
般
檀

信
徒
と
比
較
し
た
場
合
、
明
ら

か
に
差
別
事
象
と
判
断
さ
れ
る

「
禅
定
門
」
も
少
な
か
ら
ず
確

認
さ
れ
た
。

　
全
員
で
墓
前
に
香
華
を
供
え

宿
泊
先
の
伊
香
保
温
泉
に
移
動

し
た
。
宿
舎
で
は
懇
談
会
が
も

た
れ
、
部
落
解
放
同
盟
群
馬
県

連
合
会
よ
り
県
下
の
差
別
戒

（
法
）
名
に
つ
い
て
の
調
査
報

告
が
行
わ
れ
、
参
加
者
よ
り
活

発
な
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。

　
翌
日
、
「
基
本
法
」
に
つ
い
て
の
ス
ラ
イ
ド
を

上
映
。
続
い
て
、
大
西
正
義
部
落
解
放
同
盟
中

央
本
部
副
委
員
長
の
講
演
が
あ
り
、
そ
の
後
現

地
解
散
と
な
っ
た
。

　
宗
教
と
部
落
問
題
に
関
わ
る
差
別
事
象
の
う

ち
「
差
別
戒
（
法
）
名
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

わ
れ
わ
れ
宗
教
者
に
と
っ
て
緊
要
な
課
題
で
あ

る
。
い
く
つ
か
の
教
団
で
は
実
態
把
握
の
た
め

の
調
査
が
既
に
実
施
さ
れ
、
差
別
戒
（
法
）
名

の
改
正
作
業
も
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
今
後
は
そ
の
取
り
組
み
が
全
体
の
も
の
と

な
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
〔
写
真
は
墓
地
を
視
察
す
る
参
加
者
〕

日
本
棋
院
坂
田
理
事

長
と
の
記
念
対
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
川
師
持
碁
に

　
六
月
九

日
午
後
二

時
よ
り
、

渋
谷
の
羽

沢
ガ
ー
デ

ン
を
会
場

と
し
て
、

去
る
二
月

に
行
わ
れ

た
全
仏
囲

碁
大
会
に

て
A
級
優

勝
さ
れ
た
早
川
英
章
師
が
、
坂
田
栄
男
日
本
棋

院
理
事
長
に
胸
を
か
り
る
記
念
対
局
が
開
催
さ

れ
た
。

　
対
局
は
、
四
子
で
打
た
れ
る
こ
と
に
な
り
、

増
淵
辰
子
六
段
、
来
馬
委
員
長
、
白
川
、
瀧
川

田
沢
の
各
委
員
、
そ
れ
に
全
仏
事
務
局
員
が
熱

い
視
線
を
注
ぐ
な
か
、
開
始
さ
れ
た
。

　
三
時
間
に
及
ぶ
熱
戦
の
す
え
、
作
っ
て
持
碁

と
な
っ
た
。
対
戦
終
了
後
両
対
局
者
の
健
闘
を

た
た
え
、
懇
親
の
宴
が
行
わ
れ
た
。

　
〔
写
真
は
記
念
対
局
〕

全
仏
囲
碁
大
会

　
　
　
京
都
開
催
き
ま
る

　
来
る
十
月
六
日
（
月
）
午
前
十
時
よ
り
、
京

都
枳
殼
邸
（
き
こ
く
て
い
）
を
会
場
と
し
て
別

掲
（
十
四
頁
）
の
要
領
に
て
、
第
四
回
全
日
本

仏
教
会
囲
碁
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
ま
で
の
全
仏
囲
碁
大
会
は
、
三
回
と

も
東
京
の
日
本
棋
院
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ

た
が
、
関
西
で
も
開
催
し
て
欲
し
い
と
の
強
い

要
望
が
あ
り
、
今
回
の
京
都
開
催
と
な
っ
た
。

　
此
度
の
大
会
は
真
宗
大
谷
派
御
当
局
が
、
天

下
の
名
勝
、
枳
殻
邸
を
開
放
し
て
下
さ
る
こ

と
に
な
っ
て
実
現
の
運
び
と
な
っ
た
も
の
で
、

多
く
の
方
々
の
参
加
が
望
・
ま
れ
て
い
る
。

　
枳
殻
邸
（
渉
成
園
）
は
、
東
本
願
寺
の
別

邸
で
、
周
囲
に
、
枳
穀
（
か
ら
た
ち
）
が
植
え

て
あ
っ
た
の
で
こ
の
よ
う
に
よ
び
な
ら
さ
れ
て

い
る
。
騒
音
の
近
代
都
市
の
な
か
に
あ
っ
て
、

古
寂
の
趣
を
た
た
え
た
名
勝
で
あ
る
。

　
　
長
崎
市
仏
教
会
を
訪
問

　
去
る
六
月
二
十
一
日
、
か
ね
て
よ
り
県
仏
教

会
結
成
の
動
き
の
あ
る
長
崎
県
に
、
全
仏
の
石

川
財
務
部
長
、
瀬
戸
財
務
部
次
長
が
出
向
い
た
。

訪
問
先
は
、
長
崎
市
仏
教
連
合
会
会
長
本
原
邦

堂
師
（
浄
土
宗
・
大
音
寺
住
職
）
宅
で
あ
る
。

　
本
原
仏
教
連
合
会
会
長
、
森
良
昭
仏
教
連
合

会
会
計
、
跡
部
和
子
（
『
大
音
精
者
』
編
集
長
）

の
三
氏
と
歓
談
。
長
崎
県
の
仏
教
界
の
状
況
に

つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

　
長
崎
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
被
爆
地
の
ひ
と

つ
で
、
世
界
平
和
を
願
う
気
持
ち
は
一
層
強
い
。

こ
の
人
類
の
誤
ち
を
二
度
と
く
り
か
え
さ
な
い

た
め
に
、
県
下
の
仏
教
界
の
働
き
は
重
大
で
あ

り
、
よ
り
強
い
結
束
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　
県
の
仏
教
会
結
成
に
あ
た
っ
て
は
、
本
原
師

自
ら
調
整
に
あ
た
ら
れ
、
こ
の
夏
の
原
爆
記
念

日
ま
で
に
な
ん
と
か
結
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
い
と

の
話
で
あ
る
。
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当
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◎
…
ら
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◎
、
も
…
一
…
…
…
…
…
…
…
…
、
…
◎
…
ら
，
ら
；
一
…
，
…
、
，
…
一
…
…
…
…
…
…
－
…
，
一
；
塾
…
…
…
…
…
6
噸
6
…
，
…
…
一

　
　
曹
洞
宗
に
お
け
る
人
権
問
題
・
部
落
問
題
系
図
の
内
容
は
、
八
代
に
遡
る
家
系
と
、
現
ま
す
．
　
　
　
　
　
　
は
、
住
職
あ
る
い
は
寺
族
が
、
直
接
．
間
接
　

榊
　
の
課
題
は
、
部
落
解
放
同
盟
の
糾
弾
会
で
指
　
　
在
、
被
差
別
部
落
の
近
隣
に
住
居
す
る
檀
徒
　
　
　
今
日
、
差
別
問
題
は
、
宗
教
界
は
も
ち
う
　
　
に
基
本
的
人
権
の
侵
害
を
手
助
け
し
、
結
果
　
　
　

瓢
離
籍
難
壁
醐
蟻
難
鞭
∵
繕
物
購
轟
∵
膨
灘
甑
霧
酬
縢
竺

　
玄
こ
れ
ら
の
差
別
事
象
は
、
e
差
別
戒
名
し
て
、
明
ら
か
に
被
差
別
部
落
の
出
身
で
な
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
り
確
認
の
上
、
そ
れ
が
他
人
の
人
事
プ
・
ブ
イ
　

柳　

ﾉ
関
す
る
諸
差
別
事
象
、
口
差
別
図
書
の
問
　
　
い
こ
と
を
示
す
証
明
書
で
あ
り
差
別
文
書
で
　
　
ま
す
。
そ
の
差
別
戒
名
の
根
底
に
は
、
　
「
過
　
　
バ
シ
ー
、
秘
密
事
項
に
関
わ
る
依
頼
や
調
査
　
　
齢

φ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

一9
@
題
、
日
教
学
（
業
論
・
因
果
論
を
含
む
）
お
　
　
あ
り
ま
す
。
曹
洞
宗
は
、
こ
の
事
件
に
関
し
　
　
去
帳
」
が
存
在
し
、
そ
の
「
過
去
帳
」
は
ま
　
　
な
ら
ば
、
た
と
え
檀
徒
や
知
人
の
依
頼
で
あ
　
　
～

　
よ
び
教
団
の
体
質
に
関
わ
る
問
題
、
四
身
元
て
、
部
薩
放
同
盟
広
島
県
連
合
会
と
、
こ
た
、
そ
の
他
の
差
別
問
題
に
も
嵩
係
し
つ
ξ
断
固
、
拒
否
す
べ
き
で
あ
り
ま
玄
…

”
　
調
査
差
別
事
件
、
の
四
課
題
に
集
約
さ
れ
、
　
　
れ
ま
で
三
回
に
わ
た
る
交
渉
を
も
ち
、
そ
の
　
　
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
結
婚
や
就
職
に
際
　
　
　
ま
た
、
他
人
の
人
権
を
傷
つ
け
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

～
昨
年
よ
り
・
部
落
解
放
茉
法
L
製
要
求
中
で
、
本
来
、
僧
侶
と
し
て
取
る
ま
じ
き
思
し
て
の
身
元
調
査
な
ど
と
称
し
、
基
本
半
人
事
例
が
、
．
過
去
帳
」
の
記
撃
項
か
ら
生
…

…
鳩
も
重
要
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
慰
書
勉
鐸
堪
鴇
…

…　

@
今
回
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
う
ち
、
　
「
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
秘
密
事
項
に
接
す
る
立
場
に
あ
る
た
め
、
　
　
　

ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゅ

　
響
腰
糞
蝿
｛
若
干
　
　
　
　
　
　
　
　
壊
鱗
難
縦
鷺
篇
　

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

篇
鍾
勲
構
㌶
警
醒
為
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
総
括
臭
簿
董
身
地
や
先
棋
寺
檀
関
係
等
麟
鴇
、
「
熱
磐
転
載
　

ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

”
　
調
査
事
件
」
　
（
一
九
七
五
年
兵
庫
県
連
確
認
　
　
「
道
元
禅
師
の
人
間
観
と
部
落
解
放
」
に
つ
　
　
の
調
査
や
調
査
依
頼
が
、
悪
質
か
つ
巧
妙
な
　
　
の
行
為
は
、
厳
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
　
　
”
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ゆ

”　

?
j
が
あ
り
ま
し
た
。
以
来
、
教
団
で
は
、
　
　
い
て
、
教
団
と
し
て
の
回
答
を
求
め
ら
れ
て
　
　
手
段
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
過
去
　
　
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

…
難
撫
辮
繕
懲
鰯
篠
輪
編
饗
誰
∵
撫
鍋
獅
蕪
∵
藩
膨
酬
謙
瓢

一　

ｵ
た
が
、
一
昨
年
の
秋
、
広
島
県
内
の
寺
院
　
　
ね
て
お
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
、
な
ど
と
い
う
名
目
で
の
依
頼
や
調
査
で
　
　
す
る
の
が
、
住
職
と
し
て
の
当
然
の
義
務
で
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…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
差
別
解
消
の
た
め
の
　
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
よ
う
な
身
元
調
査
の
問
題
は
、
単
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
す
。

　
　
住
職
が
、
檀
徒
の
求
め
に
応
じ
、
縁
談
に
用

　
餓
辱
蔀
馨
諜
編
綜
舗
舞
舞
　
ゴ
襲
職
蟻
離
臓
群
鱒
黙
示
馨
誕
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
の
応
対
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
基
本
的
見
解
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い

　
　
す
と
い
う
差
別
事
件
が
惹
起
し
ま
し
た
。
家
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－
噺
－
奄
◎
侮
ら
噂
6
働
6
専
1
ら
1
噂
1
・
1
ら
6
噂
1
；
ら
ら
辱
1
；
奪
ら
・
◎
．
6
1
ら
辱
－
噸
6
＆
専
6
ら
6
し

一
＝
F
・

－
　
♪

「
冤
ρ
、
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」
【
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■
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7
L
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」
「
レ

，
塗
7
監
「
」
7
」
【
9
【
「
」
「
監
「
9
【
P
」
7
』
曇
L
7
』
【
巳
7
色
「
」
7

b
蔭
塾
【
7
亀
置
「
」
【
7
5
藍
7
監
置
「
歴
」
7
」
置
「
」
【
7

…

B

鞘
…

　
…
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■
●
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回答・全図顧問弁護士

正浩長谷川
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【
質
問
】
こ
の
間
拙
寺
に
も
税
務
署
の
調
査

が
あ
り
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
し
て
い
た
つ
も

り
で
す
の
で
あ
ま
り
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
庫
裡
に
住
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
そ

の
家
賃
分
は
給
料
に
上
乗
せ
し
て
源
泉
す
る

よ
う
に
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
過
去
三

年
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
分
の
源
泉
税
を
納
め

た
の
で
す
が
、
内
心
釈
然
と
し
ま
せ
ん
。
御

教
一
下
さ
い
。
（
東
京
Y
寺
住
職
）

【
回
答
】
も
と
も
と
寺
院
の
庫
裡
は
檀
信
徒

も
宗
教
活
動
の
た
め
に
利
用
し
、
住
職
は
そ

こ
で
寝
食
し
な
が
ら
法
務
寺
務
に
た
ず
さ
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
住
職
に
は
勤
務
時
間
と
い

う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
必
要
が
あ

れ
ば
深
夜
早
朝
を
問
わ
ず
布
教
活
動
に
専
念

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
布

教
の
場
は
庫
裡
を
含
む
境
内
地
や
境
内
建
物

が
主
と
な
る
で
し
ょ
う
。
大
勢
の
檀
信
徒
が

来
れ
ば
、
襖
や
障
子
を
は
ず
し
て
、
庫
裡
も

大
広
間
に
早
が
わ
り
で
す
。
で
す
か
ら
庫
裡

に
お
け
る
住
職
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
も

の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
即
ち
庫
裡
は
住
職
が
私

的
に
利
用
す
る
余
地
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
本

来
の
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
即
ち
、

宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、

及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
た
め
に
供
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
す
。

　
庫
裡
の
使
用
状
況
は
右
の
よ
う
な
も
の
で

　
課
税
し
な
い
こ
と
。

　
他
人
の
止
宿
の
用
に
供
す
る
場
合
と
は
、

宗
教
行
為
の
執
行
者
以
外
の
全
く
無
関
係
な

者
を
下
宿
さ
せ
た
よ
う
な
場
合
を
い
い
、
住

職
や
寺
僧
と
そ
の
家
族
が
居
住
す
る
場
合
に

は
固
定
資
産
税
は
課
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
住
職
や
寺
僧
や
そ
の
家
族
が
居
住

す
る
の
は
私
的
に
居
住
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
宗
教
活
動
の
為
に
居
住
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
庫
裡
は
宗
教
法
人
が
も
っ
ぱ
ら

そ
の
本
来
の
用
に
供
し
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
す
（
地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
）
。
庫

裡
が
も
っ
ぱ
ら
宗
教
法
人
の
本
来
の
用
に
供

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
対
に
い
え

庫
裡
住
居
と
源
泉
税

す
か
ら
、
た
と
え
、
住
職
が
こ
こ
で
寝
食
を

と
も
に
す
る
と
し
て
も
住
職
の
経
済
的
な
利

益
は
認
定
で
き
な
い
も
の
で
す
。

　
こ
れ
に
関
し
て
は
つ
ぎ
の
通
達
が
参
考
に

な
る
で
し
ょ
う
。
固
定
資
産
税
に
関
す
る
昭

和
二
十
九
年
五
月
十
三
日
に
自
治
庁
次
長
が

都
道
府
県
知
事
に
宛
て
た
も
の
で
す
。
即
ち
、

　
．
宗
教
法
人
の
所
有
す
る
庫
裡
、
社
務
所

　
等
は
も
っ
ぱ
ら
宗
教
の
用
に
供
す
る
も
の

　
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
他
人
の
止
宿
の
用

　
に
供
し
て
い
る
等
そ
の
使
用
の
内
容
が
明

　
ら
か
に
宗
教
の
用
以
外
の
用
に
供
し
て
い

　
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
い
て
は

ば
住
職
や
寺
僧
や
そ
の
家
族
の
私
的
利
益
の

為
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
は
住
職
や
寺

僧
や
そ
の
家
族
の
経
済
的
利
益
を
認
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
家
賃
分
を
給
料
に
上
乗
せ
す
る
と
い

う
こ
と
は
不
合
理
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
庫
裡
の
な
か
に
住
職
夫
妻
の
寝

室
が
あ
り
、
子
供
部
屋
が
あ
り
、
居
間
が
あ

っ
て
、
寺
院
に
行
事
が
あ
る
と
き
で
も
檀
信

徒
に
開
放
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
つ
く
り
に

な
っ
て
お
り
、
法
務
事
務
も
全
く
そ
こ
で
は

行
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
す
と
若
干
問
題
が

残
り
ま
す
。
宗
教
法
人
が
も
っ
ぱ
ら
本
来
の

用
に
供
す
る
建
物
と
は
い
え
な
い
と
い
う
疑

問
が
生
じ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
場
合
で
も
住

職
は
二
十
四
時
間
勤
務
体
制
に
あ
る
こ
と
だ

け
は
確
か
で
あ
り
ま
す
が
、
住
職
と
し
て
の

仕
事
や
宗
教
活
動
と
は
無
縁
の
、
私
宅
に
等
し

い
よ
う
な
場
合
に
は
住
職
ら
個
人
に
経
済
的

利
益
あ
り
と
認
定
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
場

合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
貴
寺
の
庫
裡
の
つ
く
り
や
利
用
状
況
が
わ

か
り
ま
せ
ん
の
で
、
い
ち
が
い
に
は
い
え
ま

せ
ん
が
、
右
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
判
断

し
て
下
さ
い
。
住
職
の
法
務
・
寺
務
の
場
と

し
て
も
全
く
利
用
せ
ず
、
檀
信
徒
が
利
用
す

る
こ
と
も
全
く
不
可
能
な
つ
く
り
の
よ
う
な

場
合
で
な
け
れ
ば
、
税
務
署
の
指
導
は
問
題

が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
家
賃
分
を

上
乗
せ
す
る
よ
う
な
こ
と
は
止
め
て
下
さ
い
。

家
賃
分
が
経
済
的
な
利
益
と
認
め
る
よ
う
な

ら
、
こ
の
部
分
に
は
固
定
資
産
税
も
払
わ
な

い
と
い
け
な
く
な
り
ま
す
。
要
は
庫
裡
も
檀

信
徒
に
開
放
し
た
り
宗
教
活
動
に
使
用
し
て

お
れ
ば
、
税
務
署
の
指
導
を
受
け
入
れ
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
毎
月

第
二
・
三
四
木
曜
日
午
後
一
時
か
ら
四

時
ま
で
、
長
谷
川
先
生
に
よ
る
「
法
律

無
料
相
談
室
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。
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第
四
回
全
日
本
仏
教
会
囲
碁
大
会
は
、
左
　
　
　
一
万
円
（
昼
食
・
懇
親
会
費
・
記
念
品
代

記
の
通
り
開
催
が
決
ま
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
含
む
）

〈
日
　
　
時
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
競
技
方
法
〉

　
昭
和
六
＋
一
年
＋
月
六
日
（
月
）
　
　
　
　
　
　
①
次
の
ク
ラ
ス
を
選
択
す
る

　
午
前
十
時
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
（
五
段
以
上
）
、
B
（
一
一
丁
四
段
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
6
1
年
1
0
月
6
日
京
都
・
枳
殼
邸
で

〈
会
　
　
場
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
（
初
・
二
段
）
、
D
（
一
級
以
下
）
、

　
枳
殼
邸
（
京
都
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
（
五
級
以
下
）

〈
参
加
資
格
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
オ
ー
ル
互
先

　
全
仏
加
盟
団
体
所
属
の
僧
侶
　
　
　
　
　
　
　
〈
懇
親
会
〉

〈
参
加
費
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
会
終
了
後
、
表
彰
式
を
兼
ね
て
行
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
問
い
合
せ
〉
　
全
仏
国
際
文
化
部
ま
で

　
勝
部
　
定
昭
師
（
元
蒔
田
組
織
局
長
）

　
六
月
七
日
、
六
十
八
歳
で
遷
化
。

＝ス（

L
艶
局
〔
録
事
≦

　
　
　
　
　
　
　
　
1
（
六
月
）
1

6
・
2
　
局
内
会
議

　
　
　
　
日
宗
連
税
制
委
員
会

　
　
3
　
仏
教
音
楽
祭

　
　
9
　
文
化
会
議
運
営
委
貝
会

　
　
　
　
記
念
対
局

　
　
1
0
　
都
道
府
県
仏
代
表
者
会
議

　
　
1
1
　
局
内
会
議

　
　
　
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
発
行

12
@
法
律
相
談
室

16

@
同
和
特
別
委
貝
会

　
　
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

19
@
解
放
同
盟
宗
教
部
会
（
大
阪
）

　
　
基
本
法
実
行
委
員
会
（
大
阪
）

20
@
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
福
岡
）

24
@
連
絡
委
貝
会
（
京
都
）

26
@
法
律
相
談
室

27
@
税
務
委
員
会

　
　
文
化
庁
宗
務
課
と
の
懇
談
会

　
　
局
内
会
議

28
@
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー

30
@
基
本
法
実
行
委
貝
会
（
大
阪
）

　
↓
丁
　
　
　
f
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丁

オ

生
活
は
、
体
温
。

ゆとり、ふくらまそうね。中期国債ファンド

笑っていますか、大きな声鵡持っていますか、ロずさむ歌。いきいきエブリ勃。組くもりと、ゆとり。

大切な貯蓄も、そんな暮らしのためのものでありたいですね。いかがですか、有利さで便利さで

いま注目の中期国債ファンド。毎月複利でふえつづけ、しかも出し入れが自由。みなさんの資

金も、上手に活かすなら、ひとまずは中期国債ファンドへ。夢がゆとりが、ふくらみます』弾みます。
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